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Ⅰ 租税特別措置等に係る政策評価の概況 

１ 租税特別措置等に係る政策評価の枠組み 

(1) 租税特別措置等（特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行うものに限る。以下同じ。）に係る政策評価と

は、租税特別措置等の適用の実態や効果について、各行政機関が国民への説明責任を果たしていくために実施するものであり、

総務省（行政評価局）は各行政機関の説明責任の向上に向けて、各行政機関が行う政策評価の結果を対象として点検活動を行

っている。 

(2) 租税特別措置等に係る政策評価の枠組みは、以下のとおりとされている（図1参照）。

ア 事前評価

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、事前評価を行わなけ

ればならないとされている（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第9条並びに行政機関が行う

政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号）第3条第7号及び第8号）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努

めるものとされている（「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定。以下「基本方針」という。）Ⅰ4キ）。 

イ 事後評価

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等に係る政策については、必ず基本計画（同法第6条の規定に基

づき各行政機関が定める基本計画をいう。）に事後評価の対象として明記することとされている（基本方針Ⅰ5カ(ｱ)）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等に係る政策については、積極的かつ自主的に事後評価の対象とするよう努めるもの

とされている（基本方針Ⅰ5カ(ｱ)）。 

(3) 租税特別措置等に係る政策評価を円滑かつ効率的に実施するため、その内容、手順等の標準的な指針を示す「租税特別措置

等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」とい

う。）が策定されている。 

各行政機関は、ガイドラインに基づき、所要の租税特別措置等に係る政策評価を実施し、各行政機関における検討作業や政

府における税制改正作業に有用な情報を提供することが求められる。 

 また、ガイドラインⅡ6（総務省による客観性担保評価活動）においては、「総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政

策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施する。点検結果については、毎年度の税制改正作業

に対し、適時に提供する」とされている。 
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図1 租税特別措置等に係る政策評価の対象範囲  
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２ 租税特別措置等に係る政策評価の実施状況 

令和5年度税制改正要望に際し、原則、令和4年9月22日までに総務大臣に送付された租税特別措置等（租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）又は地方税法（昭和25年法律第226号）以外の法律により規定されるものを含む。）に係る政策の評価書（共同要

望で主管省庁ではない事項に係る事前評価書を除く。）は、9行政機関で計71件あった（表1参照）。 

表1 各行政機関における政策評価実施件数 

行政機関名 

事前評価 

事後評価 合計 義務付け対象 努力義務 

対象 新設 拡充 延長 拡充・延長 計 

内閣府 0 0 0 1 1 0 0 1

金融庁 0 0 2 0 2 1 0 3

財務省 0 0 0 0 0 0 1 1

厚生労働省 0 0 4 0 4 1 1 6 

農林水産省 0 0 3 0 3 0 9 12 

経済産業省 1 0 4 5 10 13 2 25 

国土交通省 0 0 13 2 15 2 1 18 

環境省 1 0 0 0 1 0 2 3

防衛省 1 0 1 0 2 0 0 2

合 計 3 0 27 8 38 17 16 71 
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Ⅱ 点検結果の概況 

１ 点検対象・点検方法 

総務省（行政評価局）は、毎年度、各行政機関が実施した租税特別措置等に係る政策評価を点検しており、令和4年度の点検で

は、各行政機関に実施が義務付けられている法人税、法人住民税又は法人事業税に関係する租税特別措置等に加え、特に点検が

必要であると考えられる租税特別措置等に係る事前評価43件を点検することとした。 

点検に当たっては、ガイドラインにおいて評価書に記載が求められている項目の中から、政策目的の実現に向けた手段として

の「有効性」及び「相当性」に重点を置き、点検項目「(1)達成目標」、「(2)過去の適用数」、「(3)将来の適用数」、「(4)過

去の減収額」、「(5)将来の減収額」、「(6)過去の効果」、「(7)将来の効果」及び「(8)他の政策手段」を設定した（図 2参照）。 

点検は、政府全体で進められているＥＢＰＭ（エビデンスに基づく政策立案）の取組も踏まえ、設定した(1)～(8)の各項目に

ついて、適切な論理関係及び客観的なデータに基づき分析・説明されているかを中心に行うこととし、分析・説明の内容が不十

分と思われる点については、点検プロセスにおいて各行政機関に補足説明を求め、それでも改善が見られなかった場合、その点

を課題として指摘することとした。その結果は、Ａ～Ｅの 5段階に分類して表すこととした（表 2参照）。 

 

図2 点検項目 
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表2 段階（Ａ～Ｅ）の考え方 

段階 考え方 分析・説明の有無 定量化の有無 
十分な算定根拠

等の説明の有無 
十分な分析・説明

の有無（注） 

Ａ 
一定の分析・説明はされており、今後も評価水準の維持向上を

図っていくべきもの 
あり あり あり あり 

Ｂ 
データが算定根拠とともに示されているが、それらを用いた分

析・説明が十分ではないもの（外部要因が勘案されていない、

想定と実態がかい離しているが原因分析が不十分など） 

あり あり あり なし 

Ｃ 
定量的なデータによって分析・説明されているが、その算定根

拠等が不足しているもの 
あり あり なし  

Ｄ 定性的説明はされているが、定量化が不十分なもの あり なし   

Ｅ 分析・説明されていないもの なし    

（注） 外部要因を考慮した租税特別措置等の直接的効果の分析等 

 

２ 点検結果 

租税特別措置等に係る事前評価43件の点検結果は、図3及び表3のとおりである。なお、「(2)過去の適用数」、「(4)過去の減収額」

及び「(6)過去の効果」については、それぞれの母数から新設要望に係る評価書3件を除いており、「(3)将来の適用数」、「(5)将

来の減収額」及び「(7)将来の効果」については、それぞれの母数から要望の内容を具体化することが困難であった新設・拡充要

望に係る評価書1件を除いている。 

全体の状況としては、点検プロセスにおける各行政機関の補足説明によって、各項目について分析・説明の内容に改善が見ら

れたが、「(6)過去の効果」及び「(7)将来の効果」の分析・説明は十分とは言い難い状況にあった（図3参照）。また、客観的な

データがその算定根拠（計算式、計算に用いた数値及びその出典。以下同じ。）とともに示されていないため点検結果がＣ～Ｅ段

階のもの（「(1)達成目標」では、達成すべき水準（目標値）が目標達成時期とともに示されていないため点検結果がＣ～Ｅ段階

のもの）の割合は、「(1)達成目標」は53.5％（23/43件）から27.9％（12/43件）に、「(2)過去の適用数」は42.5％（17/40件）

から15.0％（6/40件）に、「(3)将来の適用数」は40.5％（17/42件）から19.0％（8/42件）に、「(4)過去の減収額」は60.0％（24/40
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件）から25.0％（10/40件）に、「(5)将来の減収額」は64.3％（27/42件）から31.0％（13/42件）に、「(6)過去の効果」は72.5％

（29/40件）から52.5％（21/40件）に、「(7)将来の効果」は83.3％（35/42件）から73.8％（31/42件）になった（表3参照）。

一方、分析・説明がされていない項目（Ｅ段階）が残る著しく不十分な評価書も5件あった。 

 

図3 補足説明の前後における     表3 租税特別措置等に係る政策評価の点検結果（点検項目別） 

   分析・説明状況の比較     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注）1 図3は、評価書ごとに各項目に表2の段階に応じた点数（Ａ：4点、Ｂ：3点、Ｃ：2点、Ｄ：1点、Ｅ：0点）を付し、その合計を点検項目ごとに評価書の数を合

計した数で除すことにより作成 

    2 表3の（ ）内は、補足説明前の当初の評価書の数 

   3 点検項目(2)～(5)の「Ｂ」段階及び点検項目(8)の「Ｃ・Ｄ」段階については、表2で示した観点からの点検事項がないことから「－」と表記している。 

   4 点検項目(2)、(4)及び(6)については、それぞれの母数から新設要望に係る評価書3件を除いている。 

   5 点検項目(3)、(5)及び(7)については、それぞれの母数から要望の内容を具体化することが困難であった新設・拡充要望に係る評価書1件を除いている。 

 

(1)～(8)の項目別に詳細を見ると、次のとおりである。 

また、各項目の各段階の内訳として、具体的にどのような課題が見られたかを件数とともに記載しているが、この件数は重複

  項目 

段階 

(1)達成

目標 

(2)過去

の適用数 

(3)将来

の適用数 

(4)過去

の減収額 

(5)将来

の減収額 

(6)過去 

の効果 

(7)将来 

の効果 

(8)他の

政策手段 

Ａ 26 (14) 34 (23) 34 (25) 30 (16) 29 (15) 5 (1) 3 (2) 29 (23) 

Ｂ 5 (6) － － － － － － － － 14 (10) 8 (5) 14 (20) 

Ｃ 5 (12) 6 (15) 6 (12) 9 (23) 10 (21) 19 (18) 16 (11) － － 

Ｄ 7 (11) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 2 (5) 12 (12) － － 

Ｅ 0 (0) 0 (2) 2 (4) 1 (1) 3 (5) 0 (6) 3 (12) 0 (0) 
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して計上しているため、合計と一致しない。 

 

(1) 達成目標 

  ＥＢＰＭでは、課題を特定してその解決に向けた目標を設定し、その達成を目指すロジックを構築して統計等データの合理

的根拠に基づき検証することが重要であることから、租税特別措置等という政策手段との適切な論理関係に基づく具体的な達

成目標を設定する必要がある。こうした観点で点検した結果、Ａ段階のものが26件、Ｂ段階のものが5件、Ｃ段階のものが5件、

Ｄ段階のものが7件、Ｅ段階のものが0件であった。Ｂ段階の5件は、他の政策手段や経済情勢等、他の要因を受けやすく、租税

特別措置等の有効性等を検証することが困難な達成目標を設定しているものであった。Ｃ段階の5件は、達成目標を達成すべき

時期が、要望に係る租税特別措置等の適用期間の最終年度又は事後評価の実施が見込まれる3年後から5年後までの間において

示されていないものであった。Ｄ段階の7件は、達成すべき水準（目標値）が測定可能な指標を用いて、定量的に示されていな

いものであった。  

 

(2) 過去の適用数 

過去の適用数については、租税特別措置等の効果や減収額を把握するための基礎となる情報であることから、適切に把握す

る必要があるところ、Ａ段階のものが34件、Ｃ段階のものが6件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階のものが0件であった。Ｃ段階の

6件は、適用数の算定根拠の説明が不十分であるものであった。 

 

(3) 将来の適用数 

将来の適用数については、租税特別措置等の効果や減収額を予測するための基礎となる情報であることから、適切に予測す

る必要があるところ、Ａ段階のものが34件、Ｃ段階のものが6件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階のものが2件であった。Ｃ段階の

6件の中には、適用数が分析対象期間内の年度ごとに予測されていないものが1件、適用数の算定根拠の説明が不十分であるも

のが6件あった。Ｅ段階の2件は、適用数が予測されていないものであった。 

 

(4) 過去の減収額 

過去の減収額については、租税特別措置等の効果が税収の減少を是認するものであるかを分析するために必須となるもので

あることから、適切に把握する必要があるところ、Ａ段階のものが30件、Ｃ段階のものが9件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階の
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ものが1件であった。Ｃ段階の9件の中には、減収額が税目ごとに把握されていないものが2件、減収額の算定根拠の説明が不十

分であるものが9件あった。Ｅ段階の1件は、減収額が把握されていないものであった。 

 

(5) 将来の減収額 

将来の減収額については、租税特別措置等の効果が税収の減少を是認するものであるかを分析するために必須となるもので

あることから、適切に予測する必要があるところ、Ａ段階のものが29件、Ｃ段階のものが10件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階の

ものが3件であった。Ｃ段階の10件の中には、減収額が税目ごとに予測されていないものが2件、減収額が分析対象期間内の年

度ごとに予測されていないものが1件、減収額の算定根拠の説明が不十分であるものが10件あった。Ｅ段階の3件は、減収額が

予測されていないものであった。 

 

(6) 過去の効果 

過去の効果については、達成目標の実現状況、ひいては政策目的の実現に向けた手段としての租税特別措置等の有効性を検

証するために必須となるものであることから、適切に把握する必要があるところ、Ａ段階のものが5件、Ｂ段階のものが14件、

Ｃ段階のものが19件、Ｄ段階のものが2件、Ｅ段階のものが0件であった。Ｂ段階の14件の中には、租税特別措置等が達成目標

の実現に有効な手段であったことが明らかにされていないものが5件（把握された適用数が僅少であるものが4件、把握された

適用額が特定の者に偏っているものが1件、把握された適用数が前回評価時の将来予測とかい離しているものが1件）、他の政

策手段や経済情勢等といった他の要因の影響を除いた租税特別措置等の直接的な効果が把握されていないものが13件、達成目

標の達成状況（達成目標に対する進展の程度）を明らかにするとともに、達成できていない場合はその原因を分析した上で、

特例措置を引き続き実施する必要性が明らかにされていないものが3件あった。Ｃ段階の19件の中には、効果が分析対象期間内

の年度ごとに把握されていないものが14件、効果の算定根拠の説明が不十分であるものが10件あった。Ｄ段階の2件は、効果が

定量的に把握されていないものであった。 

 

(7) 将来の効果 

    将来の効果については、達成目標の実現見込み、ひいては政策目的の実現に向けた手段としての租税特別措置等の有効性を

検証するために必須となるものであることから、適切に予測する必要があるところ、Ａ段階のものが3件、Ｂ段階のものが8件、

Ｃ段階のものが16件、Ｄ段階のものが12件、Ｅ段階のものが3件であった。Ｂ段階の8件の中には、租税特別措置等が達成目標
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の実現に有効な手段であることが明らかにされていないもの（予測された適用数が僅少であるもの）が2件、他の政策手段や経

済情勢等といった他の要因の影響を除いた租税特別措置等の直接的な効果が予測されていないものが8件あった。Ｃ段階の16

件の中には、効果が分析対象期間内の年度ごとに予測されていないものが8件、効果の算定根拠の説明が不十分であるものが13

件あった。Ｄ段階の12件は、効果が定量的に予測されていないものであった。Ｅ段階の3件は、効果が予測されていないもので

あった。 

 

(8) 他の政策手段 

  政策目的を実現する手段として租税特別措置等によるべき理由について、他の政策手段との比較を踏まえて具体的に明らか

にすることは、ＥＢＰＭの取組を進める上でも重要である。こうした観点で点検した結果、Ａ段階のものが29件、Ｂ段階のも

のが14件、Ｅ段階のものが0件であった。Ｂ段階の14件の中には、租税特別措置等の手段をとることが必要かつ適切である理由

が、対象とする政策、法人等の特性及び他の政策手段との比較を踏まえて説明されていないものが12件、同様の政策目的に係

る他の支援措置や義務付け等がある場合で、租税特別措置等と当該他の支援措置や義務付け等との役割分担が適切かつ明確で

あることが明らかにされていないものが2件あった。 

 

３ 点検結果の活用及び今後の課題 

(1) 本年度の税制改正作業における点検結果の活用 

点検の結果、分析・説明の内容が不十分であると指摘した評価書に係る租税特別措置等については、今後の税制改正作業に

おいて、更なる検証が必要である。 
 

(2) 次期評価に向けた今後の課題 
Ｅ段階であったものは、適用数、減収額又は効果の項目のうち、全く把握されていない又は予測されていない項目があった

評価であるが、いずれの項目も租税特別措置等の有効性を分析・説明するために必要不可欠なものであることから、まずは何

らかの分析・説明を行う必要がある。 
Ｃ・Ｄ段階であったものは、各項目の分析・説明について、定量的なデータがその算定根拠や目標達成時期とともに示され

ていないものであるが、租税特別措置等の効果検証を客観的なデータに基づき行うためには、各項目について、少なくとも定

量的なデータを算定根拠や目標達成時期とともに示す必要がある。特に「(6)過去の効果」及び「(7)将来の効果」については、
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他の項目と比べて、これらの段階であるものの割合が高いため、定量的なデータを算定根拠や目標達成時期とともに示すよう

改善を図っていく必要がある。 
Ｂ段階であったものは、各項目の分析・説明について定量的なデータが算定根拠や目標達成時期とともに示されているが、

外部要因が勘案されていないものや、適用数が僅少であるにもかかわらず、その原因分析が不十分なもの等であり、引き続き

定量的なデータを算定根拠や目標達成時期とともに示すことは維持しつつ、外部要因の勘案等を十分に行う必要がある。 
Ａ段階であったものは、現時点において特段の課題はないが、達成目標やその実現に向けた租税特別措置等の効果等につい

て、引き続き不断の見直しを行い、改善を図っていく必要がある。 
行政機関は、政策評価を通じて、租税特別措置等の必要性、有効性等を明らかにする必要があり、総務省（行政評価局）は、

今後とも、関係機関や外部有識者の理解・協力も得つつ、点検活動等により、各行政機関が説明責任をより適切に果たすよう

取り組んでいく。 
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Ⅲ 個別の点検結果 

 １ 点検結果の一覧表 

   
＜点検結果の一覧表の見方＞ 

1 制 度 名  各行政機関の評価書における「政策評価の対象とした政策の名称」を記載 

 

2 区 分  租税特別措置等の要望の区分に応じて、以下を記載 
［新  設］ 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価 
［拡  充］ 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価 
［延  長］ 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価 

             ［拡・延］ 租税特別措置等の拡充及び延長要望に係る事前評価 
［新・拡］ 租税特別措置等の新設及び拡充要望に係る事前評価 

 

3 点 検 結 果  点検結果に応じて、以下を記載 
           Ａ 一定の分析・説明はされており、今後も評価水準の維持向上を図っていくべきもの 
             Ｂ データが算定根拠とともに示されているが、それらを用いた分析・説明が十分ではないもの（外部要因が

勘案されていない、想定と実態がかい離しているが原因分析が不十分など） 
           Ｃ 定量的なデータによって分析・説明されているが、その算定根拠等が不足しているもの 
           Ｄ 定性的説明はされているが、定量化が不十分なもの 
             Ｅ 分析・説明されていないもの 
           － 区分（新設等）の性質上、記載の必要がないもの 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

達成
目標

過去の
適用数

将来の
適用数

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果

将来の
効果

他の政
策手段

18 内閣01 国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の拡充・延長 拡・延 A A A A A C B A

28 金融01 ＮＩＳＡの抜本的拡充等 新・拡 D A ― A ― C ― B
32 金融02 投資法人に係る税制優遇措置の延長 延長 D C E E E A D A
36 金融03 銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置 延長 D A A A A D D A

44 厚労01 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長 延長 D A A A A D D A
54 厚労02 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 延長 A A A A A A C B
60 厚労03 社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続 延長 A A A C C C C A
72 厚労04 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存続 延長 A A A A A A A A

88 農水01 農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例 延長 A A A A A A A A

98 農水02
農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償
却

延長 B A A A A B C B

110 農水03 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 延長 A A A A A B C A

130 経産01
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税
額等の特別控除（地域未来投資促進税制）の拡充及び延長

拡・延 A C C C C C D B

136 経産02 エコカー減税の見直し及び延長 拡・延 C C A A A C D A
142 経産03 バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例の延長 延長 A C C A A A C B
148 経産04 特定原子力施設炉心等除去準備金の延長 延長 C A A C E C C A
152 経産05 電気事業法の改正に伴う所要の税制措置 新設 D ― E ― E ― E A
156 経産06 中小企業者等の法人税率の特例の延長 延長 D A A A A B D B
162 経産07 特定事業継続力強化設備等の特別償却（中小企業防災・減災投資促進税制）の拡充及び延長 拡・延 D A C C C B C A
168 経産08 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長 拡・延 C A A A A C D A
178 経産09 ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）投資促進税制の拡充及び延長 拡・延 C C C C C C C B

184 経産10
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中
小企業経営強化税制）の見直し及び延長

延長 A A A C C B D B

190 経産11
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進
税制）の延長

延長 A A A C C B D A

196 経産12 電気供給業における託送料金を控除する収入割の特例措置の拡充及び延長 拡・延 A A A C A C D A

点検結果

内閣府

金融庁

厚生労働省

経済産業省

農林水産省

番号頁 制度名 区分

-12-



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

達成
目標

過去の
適用数

将来の
適用数

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果

将来の
効果

他の政
策手段

点検結果

番号頁 制度名 区分

204 国交01 三大都市圏の政策区域における特定の事業用資産の買換えの特例措置の延長 延長 A A A A A C C A

210 国交02
関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の
延長

延長 A A A C C B C A

216 国交03 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の拡充及び延長 拡・延 A A A A A C B A
224 国交04 特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長 延長 A A A A A C B A
232 国交05 市街地再開発事業における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長 延長 A A A A A B C A
238 国交06 自動車重量税に係るエコカー減税の延長・見直し 延長 C A A A A C E A
244 国交07 船舶に係る特別償却制度の拡充・延長 拡・延 A A A A C C C A

256 国交08
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例措置（トン数標準税制）の
延長

延長 A A C A C C C A

262 国交09 海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置の延長 延長 A A A A A C C A
270 国交10 港湾の整備、維持管理及び防災対策等に係る作業船の買換等の場合の課税の特例措置の延長 延長 A A A A A B B A
276 国交11 航空機騒音対策事業に係る特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長 延長 A C C A A B B B
282 国交12 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 B A A A A B B B
290 国交13 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 B A A A A C D B
298 国交14 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長 延長 B A A A A B B A
306 国交15 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長 延長 A A A A A C D A
314 国交16 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長 延長 A A A A A C E B
322 国交17 港湾の民有護岸等（特定技術基準対象施設）の耐震化の推進のための特例措置の延長 延長 A A A A A B A B

330 環境01 株式会社脱炭素化支援機構の法人事業税の資本割に係る課税標準特例の創設 新設 B ― A ― A ― C A

338 防衛01 防衛産業のサイバーセキュリティ体制の強化のための税制上の所要の措置 新設 A ― A ― C ― C B
344 防衛02 特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例 延長 A A A A A B B A

環境省

国土交通省

防衛省
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２ 点検結果表 

(1) 点検結果表の見方

1  制 度 名 評価書「1 政策評価の対象とした政策の名称」欄を基に記載 

2  税 目  政策評価の対象とされた租税特別措置等の税目を記載 

3  区 分  ［新設］ 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価 

［拡充］ 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価 

［延長］ 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価 

（注）1 「【（行政機関名）の補足説明】」欄には、各行政機関から総務省（行政評価局）へ提出された回答を転載している。 

2 「租特透明化法」は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成22年法律第8号）を指す。 
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内閣府 





内閣01 国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の拡充・延長

番号 制度名

 内閣府
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【R4 内閣01】-18-



【R4 内閣01】
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【R4 内閣01】-20-



【R4 内閣01】
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【R4 内閣01】
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金融庁 





番号 制度名

金融01 ＮＩＳＡの抜本的拡充等

金融02 投資法人に係る税制優遇措置の延長

金融03 銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置

 金融庁
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【R4 金融01】
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【R4 金融01】
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【R4 金融02】-32-



【R4 金融02】
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【R4 金融02】-34-



【R4 金融02】
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【R4 金融03】-36-



【R4 金融03】
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【R4 金融03】-38-



【R4 金融03】
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【R4 金融03】-40-



厚生労働省 





番号 制度名

厚労01 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長

厚労02 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長

厚労03 社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続

厚労04 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存続

 厚生労働省
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【R4 厚労01】
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【R4 厚労01】
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【R4 厚労01】
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【R4 厚労02】-54-



【R4 厚労02】
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【R4 厚労02】-56-



 

【R4 厚労02】
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【R4 厚労02】-58-



 

【R4 厚労02】
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【R4 厚労03】-60-



【R4 厚労03】
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「社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続」に係る適用見込み数及び減収額（推計）

＜適用見込み数（推計）＞ （単位：千円）

医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人
平成28年 2016 56.7% 69.0% 70.9% 95.6% 71.3% 97.1% 4,840 217 914 23 41,140 42,770 13,393 54,930 3,263 166 29,168 40,888 9,549 53,337 136,371
平成29年 2017 64.8% 57.1% 68.8% 95.2% 71.3% 97.1% 4,853 188 913 22 41,927 41,892 13,871 54,133 3,736 120 28,846 39,881 9,890 52,563 135,036
平成30年 2018 65.1% 84.0% 70.9% 95.6% 67.4% 96.2% 4,848 169 916 18 42,822 41,444 14,327 53,682 3,752 157 30,361 39,620 9,656 51,642 135,189
令和元年 2019 53.0% 72.7% 67.4% 96.0% 73.2% 97.0% 4,805 157 915 17 43,593 41,073 14,762 53,133 3,032 126 29,382 39,430 10,806 51,539 134,315
令和2年 2020 51.3% 72.7% 51.2% 91.4% 65.4% 95.5% 4,765 140 922 16 44,219 40,310 15,161 52,103 2,917 113 22,640 36,843 9,915 49,758 122,188
令和3年 2021 51.4% 78.0% 53.6% 92.5% 66.7% 95.6% 4,763 119 921 14 45,087 39,776 15,631 51,600 2,922 103 24,167 36,785 10,434 49,324 123,735
令和4年 2022 49.1% 80.3% 49.5% 91.7% 65.8% 95.3% 4,743 100 923 12 45,870 39,202 16,074 50,935 2,784 90 22,715 35,956 10,570 48,520 120,635
令和5年 2023 46.9% 82.6% 45.4% 91.0% 64.8% 94.9% 4,723 82 925 10 46,652 38,628 16,516 50,269 2,648 75 21,199 35,136 10,698 47,721 117,477

【出典】
・「医療経済実態調査（医療機関等調査）報告」（厚生労働省）
・「医療施設動態調査」（厚生労働省）

＜減収額（推計）＞ （単位：千円）

個人事業税 法人事業税 合計 個人事業税 法人事業税 合計

平成28年 2016 1,273,355 551,381 1,824,736 58,574 25,364 83,938
平成29年 2017 1,265,431 466,780 1,732,211 58,210 21,472 79,682
平成30年 2018 1,227,843 538,465 1,766,308 56,481 24,769 81,250
令和元年 2019 1,196,416 543,617 1,740,033 55,035 25,006 80,042
令和2年 2020 1,172,557 515,532 1,688,089 53,938 23,714 77,652
令和3年 2021 1,145,937 524,697 1,670,634 52,713 24,136 76,849
令和4年 2022 1,118,876 525,211 1,644,087 51,468 24,160 75,628
令和5年 2023 1,091,815 525,725 1,617,539 50,223 24,183 74,407

※実際には所得区分毎や都道府県毎に超過税率等異なるが、年800万超の標準税率4.6%で概算を算出

【出典】
・「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）

＜医療機関数（事前評価書用）＞

医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人
平成28年 2016 4,840 217 914 23 41,140 42,770 13,393 54,930 178,911
平成29年 2017 4,853 188 913 22 41,927 41,892 13,871 54,133 178,492
平成30年 2018 4,848 169 916 18 42,822 41,444 14,327 53,682 179,090
令和元年 2019 4,805 157 915 17 43,593 41,073 14,762 53,133 179,416
令和2年 2020 4,765 140 922 16 44,219 40,310 15,161 52,103 178,724
令和3年 2021 4,763 119 921 14 45,087 39,776 15,631 51,600 179,092
令和4年 2022 4,743 100 923 12 45,870 39,202 16,074 50,935 179,147
令和5年 2023 4,723 82 925 10 46,652 38,628 16,516 50,269 179,202

【出典】
・「医療施設動態調査」（厚生労働省）

全施設数歯科診療所

一般病院 精神病院

一般病院 精神病院 診療所
施設数

合計

適用見込み数（黒字施設数）

課税標準額 減収額（※）

歯科診療所 病院 診療所 歯科診療所診療所
施設数黒字率

病院 診療所 歯科診療所

【R4 厚労03】-62-



【R4 厚労03】
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【R4 厚労03】-64-



医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人 医療法人 個人
平成28年 2016 1 719 925 703 625 169 067 89 329 92 037 40 686 1 603 597 625 112 145 192 78 599 66 127 35 818 1 684 563 672 459 158 624 60 456 86 572 28 807 56 7% 69 0% 70 9% 95 6% 71 3% 97 1% 4 840 217 914 23 41 140 42 770 13 393 54 930 178 911
平成29年 2017 1 672 973 601 400 174 397 83 463 95 572 44 157 1 573 513 559 167 147 096 70 167 75 114 37 155 1 633 285 579 013 163 692 58 257 87 033 31 786 64 8% 57 1% 68 8% 95 2% 71 3% 97 1% 4 853 188 913 22 41 927 41 892 13 871 54 133 178 492
平成30年 2018 1 690 595 597 228 174 145 84 033 97 834 44 758 1 590 399 556 412 146 049 70 634 76 518 37 315 1 649 155 567 194 163 737 58 983 88 940 32 062 65 1% 84 0% 70 9% 95 6% 67 4% 96 2% 4 848 169 916 18 42 822 41 444 14 327 53 682 179 090
令和元年 2019 1 738 758 1 193 745 166 937 91 105 104 315 47 216 1 628 759 1 097 086 143 690 81 227 77 633 39 343 1 709 463 1 105 264 156 118 61 542 97 393 33 187 53 0% 72 7% 67 4% 96 0% 73 2% 97 0% 4 805 157 915 17 43 593 41 073 14 762 53 133 179 416
令和2年 2020 1 711 453 1 163 493 161 170 85 006 104 997 46 689 1 605 013 1 068 498 136 960 74 881 76 849 38 622 1 711 014 1 107 696 154 420 59 727 97 610 32 489 51 3% 72 7% 51 2% 91 4% 65 4% 95 5% 4 765 140 922 16 44 219 40 310 15 161 52 103 178 724
令和3年 2021 1 721 393 1 133 241 162 167 86 286 109 350 49 221 1 617 680 1 208 662 137 836 76 189 81 637 39 989 1 716 220 1 110 128 154 524 60 341 101 240 34 296 51 4% 78 0% 53 6% 92 5% 66 7% 95 6% 4 763 119 921 14 45 087 39 776 15 631 51 600 179 092
令和4年 2022 1,726,277 1,102,989 159,842 86,186 112,816 50,727 1,623,487 1,351,131 135,849 76,551 84,033 40,769 1,729,128 1,112,560 152,925 60,524 104,484 35,172 49.1% 80.3% 49.5% 91.7% 65.8% 95.3% 4,743 100 923 12 45,870 39,202 16,074 50,935 179,147
令和5年 2023 1,731,161 1,072,737 157,516 86,085 116,283 52,234 1,629,295 1,493,601 133,862 76,914 86,430 41,549 1,742,036 1,114,992 151,327 60,707 107,728 36,049 46.9% 82.6% 45.4% 91.0% 64.8% 94.9% 4,723 82 925 10 46,652 38,628 16,516 50,269 179 202

黒字率
病院 診療所 歯科診療所 全施設数

施設数
一般病院 診療所 歯科診療所精神病院

医業費用
病院 診療所 歯科診療所病院 診療所 歯科診療所

医業収入 社会保険診療報酬
病院 診療所 歯科診療所
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農林水産省 





番号 制度名

農水01
農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例
（農業経営基盤強化準備金、農用地等を取得した場合の課税の特例）

農水02 農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却

農水03 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

 農林水産省

-87-
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-97-
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【R4 農水02】
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2,409 0 027 9 =585 4  
107 0 033 2 =7 1  
140 0 067 2 =18 8  
100 0 100 2 =20 0  
90 0 125 2 =22 5  

 
 

  38 9
1,100 +1,500 +700 +6,500 +6,500 +125 +125
+150 +4,980 =21,680  

 21,680 13 =2,409 1
  31 2  

  107 +107 =214  
  214 2 =107 1  

  15 2
140 +140 =280  

  280 2 =140 1  
  10 2  

100 +100 =200  
  200 2 =100 1  

8 2  
      90 +90 =180  
      180 2 =45 1  
 

 
 2,637 0 1 7 =1,845 9  
 1,275 0 125 4 =637,5  
 5 0 143 1 =0 7  
 

 
10 7  

704 +20 +3,000 +165 +4,500 +4,500 +5,570
=18,459  
18,459 7 =2,637  
 

8 4  
 1,275 +1,275 +1,275 +1,275 =5,100  

   5,100 4 =1,275  
7 1  

   5  

 

 
 

 
422 0 027 5 =57 0  
107 0 033 2 7 1  
128 0 067 5 42 9  
93 0 1 3 28 0  
47 0 125 3 17 5  

 
 

   38 5  
113 113 113 113 1,660 2,110  
2,110 5 422 1  

   31 2  
107 +107 =214  
214 2 =107 1  

   15 5  
60 145 145 145 145 640  
640 5 128 1  

   10 3  
93 93 93 280  
280 3 93  1  

8 3  
47 47 47 140  
140 3 47  1  

 
 

      1,857 0 100 1 185 7  
      1,863 0 125 4 931,3  
 

 
10 1  

   1,857  
8 4  

1,863 1,863 1,863 +1,863 =7,450  
7,450 4 =1,863 1  
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【R4 農水03】

-117-



【R4 農水03】-118-



【R4 農水03】

-119-



【R4 農水03】-120-



 

 

 
 

 

 

 

 
  

4 325 4 528 4 731 4 934 5 136 

1 909 1 893 1 644 1 644 1 644 

37 834 266 32 058 613 32 378 992 32 378 992 32 378 992 

 

 

5 339 5 542 5 745 5 948 

1 644 1 644 1 644 1 644

32 378 992 32 378 992 32 378 992 32 378 992 
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4 528 3 514 202.8  
202.8  

 
27

 
 

26  
26 1 224 27 1 417 28 1 581

29 1 708 30 1 776
1 909 1 893  

 
26  

26 23 437 643 27 29 748 367
28 35 605 934 29 34 106 372

30 33 861 750 37 834 266
32 058 613  

 
26  

26 1 000 000 27 2 100 000
28 2 900 000 29 2 700 000
30 2 500 000 26 00 000

2 000 000  
    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4 325 4 528 4 731 4 934 5 136 

1 909 1 893 1 644 1 644 1 644 

37 834 266 32 058 613 32 378 992 32 378 992 32 378 992 

 

 

5 339 5 542 5 745 5 948 

1 644 1 644 1 644 1 644

32 378 992 32 378 992 32 378 992 32 378 992 
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4 528 3 514 202.8  

202.8  

 
27

 
 

26  
26 1 224 27 1 417 28 1 581

29 1 708 30 1 776
1 909 1 893  
 

26  
26 23 437 643 27 29 748 367
28 35 605 934 29 34 106 372
30 33 861 750 37 834 266

32 058 613  
 

26  
26 1 033 952 27 1 014 806
28 1 089 292 29 1 029 535
30 1 017 784 1 132 287

602 445  
    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4 325 4 528 4 731 4 934 5 136 

1 909 1 893 1 644 1 644 1 644 

37 834 266 32 058 613 32 378 992 32 378 992 32 378 992 

 

 

5 339 5 542 5 745 5 948 

1 644 1 644 1 644 1 644

32 378 992 32 378 992 32 378 992 32 378 992 
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4 528 3 514 202.8  

202.8  

 
27

 
 

26  
26 1 224 27 1 417 28 1 581

29 1 708 30 1 776
1 909 1 893  

 
26  

26 23 437 643 27 29 748 367
28 35 605 934 29 34 106 372

30 33 861 750 37 834 266
32 058 613  

 
26  

26 2 060 591 27 2 706 931
28 3 151 527 29 3 013 318
30 2 996 363 3 340 745

2 780 638  
    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

52 472 49 211 45 950 42 690 39 429

19 452 17 374 20 369 20 369 20 369

12 260 000 8 065 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

464 393 393 393

 

 

20 369 20 369 20 369 20 369

8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

393 393 393 393

  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
65 514 49 211 3 260.6  

3 260.6  
27
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26  

26 19 005 27 21 291 28
23 256 29 21 282 30 20 923

19 452 17 374  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

52 472 49 211 45 950 42 690 39 429

19 452 17 374 20 369 20 369 20 369

7 571 100 5 495 200 7 840 729 7 840 729 7 840 729

389 316 385 385 385

 

 

20 369 20 369 20 369 20 369

7 840 729 7 840 729 7 840 729 7 840 729

385 385 385 385
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65 514 49 211 3 260.6  
3 260.6  

27
 

 
 

26  
26 19 005 27 21 291 28
23 256 29 21 282 30 20 923

19 452 17 374  
 

26  
26 4 971 700 27 7 740 700
28 10 951 300 29 9 676 000
30 8 479 100 7 571 100

5 495 200  
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経済産業省 





番号 制度名

経産01
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（地域未来投資
促進税制）の拡充及び延長

経産02 エコカー減税の見直し及び延長

経産03 バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例の延長

経産04 特定原子力施設炉心等除去準備金の延長

経産05 電気事業法の改正に伴う所要の税制措置

経産06 中小企業者等の法人税率の特例の延長

経産07 特定事業継続力強化設備等の特別償却（中小企業防災・減災投資促進税制）の拡充及び延長

経産08 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長

経産09 ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）投資促進税制の拡充及び延長

経産10
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業経営強化税制）の見直し
及び延長

経産11 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）の延長

経産12 電気供給業における託送料金を控除する収入割の特例措置の拡充及び延長

 経済産業省

-129-



【R4 経産01】-130-



【R4 経産01】

-131-
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【R4 経産04】

-151-



【R4 経産05】-152-



【R4 経産05】

-153-
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【R4 経産07】

-163-



【R4 経産07】-164-



【R4 経産07】

-165-
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H28 56,232 100.0 136,857 100.0

H29 59,447 105.7 133,183 97.3

H30 60,601 107.8 137,989 100.8

R1 62,216 110.6 142,316 104.0

R2 61,441 109.3 142,121 104.6
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国土交通省 





番号 制度名

国交01 三大都市圏の政策区域における特定の事業用資産の買換えの特例措置の延長

国交02 関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長

国交03 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の拡充及び延長

国交04 特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長

国交05 市街地再開発事業における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

国交06 自動車重量税に係るエコカー減税の延長・見直し

国交07 船舶に係る特別償却制度の拡充・延長

国交08 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例措置（トン数標準税制）の延長

国交09 海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置の延長

国交10 港湾の整備、維持管理及び防災対策等に係る作業船の買換等の場合の課税の特例措置の延長

国交11 航空機騒音対策事業に係る特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

国交12 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交13 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交14 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交15 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長

国交16 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長

国交17 港湾の民有護岸等（特定技術基準対象施設）の耐震化の推進のための特例措置の延長

 国土交通省
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【R4 国交01】

-207-
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【R4 国交02】-214-
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【R4 国交04】

-225-
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平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

社会増減率（Ａ） -0.460 -0.468 -0.528 -0.500 -0.505 -0.541 -0.588 -0.488 -0.402 -0.406 -0.410 -0.415

過去5ヶ年の社会増減率平均値（Ｂ） -0.433 -0.425 -0.445 -0.477 -0.492 -0.492 -0.508 -0.532 -0.524 -0.505 -0.485 -0.459

政策目標（Ａ）／（Ｂ） 1.06 1.10 1.18 1.04 1.02 1.09 1.15 0.91 0.76 0.80 0.84 0.90

人口 4,278,339 4,225,331 4,168,379 4,112,364 4,054,448 3,993,865 3,930,038 3,871,165 3,813,443 3,756,241 3,699,146 3,642,919

人口変化率 - -1.24 -1.35 -1.34 -1.41 -1.49 -1.60 -1.50 -1.49 -1.50 -1.52 -1.52

社会増減数 -19,780 -20,031 -22,303 -20,822 -20,776 -21,940 -23,482 -19,191 -15,568 -15,489 -15,414 -15,344

新規雇用者数 33 117 80 104 233 120 270 168 123 175 215 275

政策目標値：半島地域における社会増減率に係る過去５ヶ年平均との比

人口 ： 平成２５年～令和３年は実績値、令和４年～６年については変化率を前年の値に乗じて算出した。
人口変化率 ： 平成２５年～令和３年は当年の人口を前年の値で除して得た値、令和４年～６年は、前年までの直近５か年分を相加平均して算出した。
社会増減数 ： 平成２５年～令和３年は実績値、令和４年～６年については前年の値に直前5ヶ年の社会増減率平均値（B）を乗じて算出した。
（人口・社会増減数の実績値は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」より算出）
（社会増減率とは、当年の社会増減数に100を乗じ、前年の人口で除して得た値）

新規雇用者数：平成２５年～令和３年は実績値、
令和４年～６年については、平成25年から平成29年の5ヶ年の平均値と、直前5ヶ年の平均値の比で増減率を算出。算出した増減率を前年の値に乗じ算出した。

半島地域における工業用機械等に係る割増償却制度
政策目標及び新規雇用者数の算出方法
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環境省 



-



番号 制度名

環境01 株式会社脱炭素化支援機構の法人事業税の資本割に係る課税標準特例の創設

 環境省

-329-
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5  7  9  

358 541 646 751 856 961 

11  13  15   

1,066 1,171 1,276 1,381 1,486 1,578 

17  19  21  

1,630 1,683 1,735 1,788 1,840 1,893 

23  25  27   

1,945 1,998 2,050 2,103 2,155 2,155 

29  31  

2,155 2,155 2,155 2,155 
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防衛省 

-



-



番号 制度名

防衛01 防衛産業のサイバーセキュリティ体制の強化のための税制上の所要の措置

防衛02 特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例

 防衛省
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